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福
井
県
告
示
第
８
５
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

敦
賀
市
横
浜
１
０
２
号
志
和
寿
６
の
１
、
７
か

ら
１
２
ま
で
、
１
３
の
１
、
１
３
の
２
、
１
４
、

２
９
、
３
０
の
４
か
ら
３
０
の
６
ま
で

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

横
浜
１
０
２
号
志
和
寿
６
の
１
、
８
、
９

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書

類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
敦
賀
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
８
６
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
方
郡
美
浜
町
新
庄
２
３
４
号
奥
耳
谷
６
か
ら

８
ま
で
、
１
５
か
ら
１
７
ま
で
、
１
９

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

新
庄
２
３
４
号
奥
耳
谷
７
、
８
、
１
５

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書

類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
美
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
８
７
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
野
市
長
野
３
９
字
下
山
谷
３

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

イ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書

類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
８
８
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
９
５
条
の
２
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
市
ノ
瀬
第
一

土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
の
市
ノ
瀬
地
区
の
土
地
改

良
事
業
（
区
画
整
理
（
非
補
助
土
地
改
良
）
事
業
）
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の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

９
５
条
の
２
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８

条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

変
更
後
の
規
約
の
写
し

２
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
２
１
年
２
月
２
５
日
か
ら

平
成
２
１
年
３
月
２
６
日
ま
で

３
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
市
役
所
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

公

告

平
成
２
０
年
１
０
月
１
０
日
付
け
で
公
告
し
た
大

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１

号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出
に

つ
い
て
、
同
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
�
江

市
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

（
仮
称
）
株
式
会
社
ユ
ー
ス
�
江
西
店

�
江
市
糺
町
３
０
字
野
岸
９
番
外
２
７
筆

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ー
ス

代
表
取
締
役
田
代
正
美

福
井
市
文
京
一
丁
目
１
６
番
１
号

３
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

・
店
舗
の
出
店
に
伴
い
、
交
通
量
の
増
加
が
予
想

さ
れ
る
の
で
、
付
近
道
路
の
交
通
渋
滞
の
緩
和

や
歩
行
者
の
安
全
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

・
荷
物
の
搬
入
や
ご
み
収
集
等
の
作
業
に
当
た
っ

て
は
、
作
業
を
で
き
る
だ
け
短
時
間
で
行
う
な

ど
、
騒
音
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

・
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
１
時

間
に
つ
き
連
続
し
て
１
５
分
以
上
の
休
止
を
規

定
す
る
�
江
市
環
境
市
民
条
例
を
厳
守
す
る
と

と
も
に
、
音
量
等
に
つ
い
て
も
周
辺
の
生
活
環

境
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

・
従
業
員
用
駐
車
場
に
夜
間
照
明
を
設
置
す
る
場

合
、
隣
接
農
地
の
農
作
物
に
光
害
を
与
え
な
い

よ
う
、
照
明
の
点
灯
時
間
や
方
位
に
配
慮
す
る

こ
と
。

・
雨
水
排
水
に
当
た
っ
て
は
、
雨
水
を
地
中
に
浸

透
さ
せ
た
り
、
一
時
的
に
貯
留
し
徐
々
に
流
す

な
ど
、
流
出
量
の
抑
制
を
は
か
る
こ
と
。

・
冬
期
間
の
店
舗
敷
地
内
の
除
雪
や
排
雪
に
当
た

っ
て
は
、
付
近
の
道
路
や
水
路
へ
処
理
を
せ
ず

、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
す
る

こ
と
。

４
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

�
�
江
市
西
山
町
１
３
番
１
号

�
江
市
産
業
部
商
業
観
光
課

５
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

る
時
間
帯

�
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
１
月
間

�
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
３
０
分
ま

で

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
新
設

の
届
出
に
つ
い
て
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
の
で
公
告

す
る
。平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
越
前
店

越
前
市
瓜
生
町
４
０
字
山
王
７
番
１
外
１
８

筆

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
取
締
役
山
田
昇

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
１
番
１
号

３
新
設
の
届
出
の
あ
っ
た
日

平
成
２
０
年
９
月
２
６
日

４
取
下
げ
の
あ
っ
た
日

平
成
２
１
年
２
月
６
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

丹
南
都
市
計
画
下
水
道

�
江
市
公
共
下
水
道

２
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
整
備
課

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
２
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４

号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
奥
井
�
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
３
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４

号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
奥
井
�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
方
上
中
郡
若
狭
町
大
鳥
羽
２

８
－
８
－
６

あ
わ
ら
市
春
宮
２
－
７
－
３
６

丹
生
郡
越
前
町
江
波
６
６
－
４

１
－
４

会
計
責
任
者
の

氏
名

岡
本
嘉
樹

赤
尾
政
治

前
田
佳
一

代
表
者
の
氏
名

井
関
清

坂
野
彰

森
下
貞
夫

政
治
団
体
の
名
称

森
下
ゆ
た
か
後
援
会

森
ゆ
き
つ
ぐ
後
援
会

井
上
信
雄
後
援
会

届
出

年
月
日

平
成
２１
年

１
月
７
日

平
成
２１
年

１
月
２３
日

平
成
２１
年

１
月
２７
日

異
動
内
容

旧

寺
腰
正
三

遠
矢
東
洲

丹
生
郡
越
前
町
織
田
４
０
－

１
２

酒
井
典
康

酒
井
典
康

冨
田
毅
矩
男

新

近
藤
勉

廣
一
馬

丹
生
郡
越
前
町
中
８
－
６
－

１佐
々
木
義
和

佐
々
木
義
和

梅
田
正
治

異
動
事
項

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
福
井
県

七
夕
の
会
支
部

自
由
民
主
党
福
井
県

歯
科
技
工
士
連
盟
支

部関
敬
信
後
援
会「
ひ

ま
わ
り
の
会
」

建
拓
会

建
牧
会

福
井
県
木
材
産
業
政

治
連
盟

届
出

年
月
日

平
成
２１
年

１
月
６
日

平
成
２１
年

１
月
８
日

平
成
２１
年

１
月
９
日

平
成
２１
年

１
月
２２
日

平
成
２１
年

１
月
２２
日

平
成
２１
年

１
月
３０
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

福 井 県 報 第２０１２号平成２１年２月２４日（火）3



―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
４
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４

号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
奥
井
�

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
５
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４

号
）
第
１
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
奥
井
�

公
安
委
員
会
公
告

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地
域
交
通
安

全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
第
１
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２
１
年
１
月
３
０
日
付
で
、

下
記
の
者
を
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
に
委
嘱

し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日

福
井
県
公
安
委
員
会

委
員
長
松
本
幸
太
郎

竹
内
敏
明

松
本
勲

松
本
勲

関
谷
君
和

藤
田
有
道

藤
田
有
道

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

上
杉
力
後
援
会

自
由
民
主
党
福
井
県

ト
ラ
ッ
ク
支
部

福
井
県
ト
ラ
ッ
ク
事

業
政
治
連
盟

平
成
２１
年

２
月
４
日

平
成
２１
年

２
月
５
日

平
成
２１
年

２
月
５
日

解
散
年
月
日

平
成
２０
年
１２
月
３１
日

平
成
２０
年
１２
月
２５
日

政
治
団
体
の
名
称

松
村
り
ゅ
う
じ
福
井
市
円
山
地
区
後
援

会津
田
雅
司
後
援
会

届
出
年
月
日

平
成
２１
年
１
月
１４
日

平
成
２１
年
１
月
２１
日

異
動

内
容

旧

丹
生
郡
越

前
町
織
田

４
０
－
１
２

新

丹
生
郡
越

前
町
中
８

－
６
－
１

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

資
金
管
理
団
体

の
名

称

関
敬
信
後
援
会

「
ひ
ま
わ
り
の

会
」

届
出
を
し
た
者
に

係
る
公
職
の
種
類

越
前
町
長

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

関
敬
信

届
出
年
月
日

平
成
２１
年
１
月
９
日
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【
福
井
地
域
】

福
井
市
田
原
２
丁
目

福
井
市
大
願
寺
２
丁
目

福
井
市
大
宮
２
丁
目

福
井
市
角
折
町

福
井
市
照
手
３
丁
目

福
井
市
菅
谷
２
丁
目

福
井
市
菅
谷
２
丁
目

福
井
市
三
郎
丸
２
丁
目

福
井
市
高
屋
町

福
井
市
三
郎
丸
町

福
井
市
栗
森
町

福
井
市
高
木
町

福
井
市
小
和
清
水
町

福
井
市
新
保
２
丁
目

福
井
市
北
野
上
町

福
井
市
篠
尾
町

【
福
井
南
地
域
】

福
井
市
江
端
町

福
井
市
免
鳥
町

福
井
市
毛
矢
３
丁
目

福
井
市
中
野
２
丁
目

福
井
市
帆
谷
町

福
井
市
足
羽
２
丁
目

福
井
市
若
杉
１
丁
目

福
井
市
大
森
町

福
井
市
若
杉
浜
３
丁
目

福
井
市
東
下
野
町

【
永
平
寺
地
域
】

吉
田
郡
永
平
寺
町
志
比

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
葵
１
丁
目

吉
田
郡
永
平
寺
町
清
水

小
林

重
春

内
田

三
直

宮
川

脩

堂
越

秀
利

三
宅

龍

北
正
美

白
崎

怜

梅
田

浩
正

山
本

隆
夫

山
本

治

北
風

敏
明

片
岡

武
則

山
村

弘
子

鳥
本
喜
代
継

野
路

芳
春

吉
村

親

伊
塚
加
代
子

井
戸

善
美

川
村
清
三
郎

北
村

淳
子

白
�
多
美
子

坂
井

国
夫

山
崎

良
一

森
木

榮
治

河
原
二
三
雄

関
西

勝

伊
藤

忠
征

泉
順
一
郎

酒
井

優
雄

福
井
市
宝
永
４
丁
目

福
井
市
日
之
出
３
丁
目

福
井
市
順
化
１
丁
目

福
井
市
順
化
１
丁
目

福
井
市
中
央
３
丁
目

福
井
市
日
之
出
３
丁
目

福
井
市
上
北
野
１
丁
目

福
井
市
上
北
野
２
丁
目

福
井
市
日
之
出
３
丁
目

福
井
市
御
幸
２
丁
目

福
井
市
北
四
ツ
居
町

福
井
市
日
之
出
２
丁
目

福
井
市
日
之
出
４
丁
目

福
井
市
大
宮
２
丁
目

福
井
市
文
京
７
丁
目

福
井
市
二
の
宮
４
丁
目

福
井
市
新
田
塚
１
丁
目

福
井
市
在
田
町

福
井
市
上
野
町

福
井
市
春
日
２
丁
目

福
井
市
中
荒
井
町

福
井
市
下
莇
生
田
町

福
井
市
木
田
１
丁
目

福
井
市
月
見
４
丁
目

福
井
市
下
江
守
町

福
井
市
種
池
町

福
井
市
花
堂
南

吉
田
郡
永
平
寺
町
光
明
寺

吉
田
郡
永
平
寺
町
山
王

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
領
家

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
春
日
１
丁
目

小
倉

一
夫

志
々
場
伸
幸

高
橋
恵
美
子

幾
代

育
子

佐
藤
芙
美
江

宗
京

順

冨
田

和
夫

五
十
嵐
利
彦

稲
津

典
三

高
島
愛
一
郎

小
林

俊
明

川
田

光
雄

前
側

宏

山
村

照
代

正
木

正
雄

岸
下

正
美

北
島

正
治

石
川

敏
夫

中
山

謙
二

林
信
次

林
達
雄

松
浦

健
夫

下
村

雅
則

中
村

光
子

深
草

又
栄

松
村
喜
久
雄

伊
部

正
勝

柳
原

嘉
幸

鶴
田

友
康

中
川

納

高
島

正
徳
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【
大
野
地
域
】

大
野
市
陽
明
町
四
丁
目

大
野
市
中
挟
二
丁
目

大
野
市
泉
町

大
野
市
貝
皿

【
勝
山
地
域
】

勝
山
市
旭
毛
屋
町

勝
山
市
村
岡
町
浄
土
寺

勝
山
市
北
郷
町
檜
曾
谷

【
あ
わ
ら
地
域
】

あ
わ
ら
市
城

あ
わ
ら
市
市
姫
５
丁
目

あ
わ
ら
市
市
姫
１
丁
目

あ
わ
ら
市
北
潟

【
坂
井
地
域
】

坂
井
市
丸
岡
町
舟
寄

坂
井
市
坂
井
町
東

坂
井
市
坂
井
町
清
永

坂
井
市
坂
井
町
東

坂
井
市
丸
岡
町
巽
町

坂
井
市
坂
井
町
清
永

坂
井
市
春
江
町
田
端

【
坂
井
西
地
域
】

坂
井
市
三
国
町
水
居

坂
井
市
三
国
町
神
明
１
丁
目

坂
井
市
三
国
町
新
保

【
�
江
・
丹
生
地
域
】

�
江
市
幸
町
２
丁
目

丹
生
郡
越
前
町
梅
浦

丹
生
郡
越
前
町
織
田

丹
生
郡
越
前
町
下
糸
生

丹
生
郡
越
前
町
朝
日

宮
本

豊
彰

三
橋

正
男

前
田

善
一

望
月

忠
男

大
林

謙
二

田
中

秀
治

平
井
喜
兵
衛

堂
下

憲
治

野
田

明
夫

紺
井

堅
二

本
多

徹

森
嘉
治

盛
政

隆
治

岡
本

正
義

栗
原
清
代
美

中
川

浩
次

平
田

敏
行

坪
田
勇
太
郎

佐
々
木
康
男

揖
井

喜
由

森
安

公
生

永
田

芳
和

新
井

眞
示

杉
本

明

和
田

賢
二

久
保

孝
一

大
野
市
城
町

大
野
市
篠
座
町

大
野
市
中
野

大
野
市
元
町

大
野
市
春
日
一
丁
目

勝
山
市
芳
野
町
１
丁
目

勝
山
市
本
町
３
丁
目

勝
山
市
元
町
２
丁
目

勝
山
市
長
山
町
２
丁
目

あ
わ
ら
市
市
姫
１
丁
目

あ
わ
ら
市
春
宮
１
丁
目

あ
わ
ら
市
二
面

あ
わ
ら
市
中
番

あ
わ
ら
市
井
江
葭

坂
井
市
丸
岡
町
松
川
１
丁
目

坂
井
市
春
江
町
針
原

坂
井
市
丸
岡
町
猪
爪
１
丁
目

坂
井
市
春
江
町
沖
布
目

坂
井
市
丸
岡
町
今
町

坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田

坂
井
市
春
江
町
為
国
西
の
宮

坂
井
市
三
国
町
錦
４
丁
目

坂
井
市
三
国
町
宿
２
丁
目

坂
井
市
三
国
町
殿
島

坂
井
市
三
国
町
加
戸

�
江
市
桜
町
３
丁
目

�
江
市
吉
谷
町

�
江
市
柳
町
４
丁
目

�
江
市
新
横
江
１
丁
目

�
江
市
神
中
町
３
丁
目

鈴
木

健
治

伊
藤

学

土
本

正
道

木
瀬

誠
治

廣
瀬

末
治

河
野

豊

林
康
昭

山
内

澄

木
戸
口
勝
男

北
島

千
里

吉
川

�
後
藤

克
彦

奥
中
浩
師
郎

佐
々
木
信
孝

大
嶋

一
志

為
国

政
照

中
島

禎
子

後
藤
詩
律
子

谷
川

明

小
林

信
一

宮
川

透

三
上

輝
夫

島
�

昭
治

南
口

良
雄

中
谷

敏
夫

田
村

光
雄

福
田

義
一

五
十
子
千
鶴
子

本
間
ひ
ろ
子

東
定
男
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丹
生
郡
越
前
町
樫
津

�
江
市
石
田
下
町

�
江
市
下
野
田
町

�
江
市
屋
形
町

【
越
前
地
域
】

南
条
郡
南
越
前
町
今
泉

越
前
市
広
瀬
町

越
前
市
小
松
２
丁
目

越
前
市
北
小
山
町

越
前
市
新
堂
町

今
立
郡
池
田
町
常
安

今
立
郡
池
田
町
東
俣

南
条
郡
南
越
前
町
南
今
庄

越
前
市
大
谷
町

【
敦
賀
地
域
】

敦
賀
市
公
文
名

三
方
郡
美
浜
町
早
瀬

三
方
郡
美
浜
町
松
原

三
方
郡
美
浜
町
山
上

三
方
郡
美
浜
町
山
上

三
方
上
中
郡
若
狭
町
小
川

三
方
上
中
郡
若
狭
町
能
登
野

三
方
上
中
郡
若
狭
町
相
田

【
若
狭
地
域
】

小
浜
市
多
田

小
浜
市
四
谷
町

小
浜
市
千
種
１
丁
目

三
方
上
中
郡
若
狭
町
市
場

大
飯
郡
お
お
い
町
本
郷

大
飯
郡
高
浜
町
日
置

武
田

裕
己

岡
井

勝
治

菱
川

與

坪
内

正
男

橋
本

高
子

西
出

福
子

西
岡

國
洋

山
室

嘉
子

佐
々
木

�
佐
飛

義
一

山
本

弘

赤
田

利
博

山
田

紘
史

玉
井

保
次

久
嵜

丈
夫

馬
野

優

金
田

正
寛

石
丸

清
美

古
崎

邦
夫

大
塚

季
由

藤
田

正
浩

祝
子

倉
雄

岩
本
喜
美
子

高
鳥

睦
子

勢
馬

富
男

岩
山

勝
生

山
本

雅
年

�
江
市
平
井
町

�
江
市
西
袋
町

�
江
市
中
野
町

�
江
市
西
山
町

越
前
市
広
瀬
町

越
前
市
粟
田
部
町

南
条
郡
南
越
前
町
東
大
道

越
前
市
中
津
山
町

越
前
市
小
松
２
丁
目

越
前
市
国
高
２
丁
目

越
前
市
塚
町

越
前
市
三
ツ
口
町

越
前
市
家
久
町

敦
賀
市
相
生
町

敦
賀
市
若
葉
町
２
丁
目

敦
賀
市
手

敦
賀
市
古
田
刈

敦
賀
市
津
内

敦
賀
市
市
野
々

敦
賀
市
莇
生
野

敦
賀
市
五
幡

大
飯
郡
お
お
い
町
名
田
庄
井
上

大
飯
郡
お
お
い
町
岡
田

大
飯
郡
高
浜
町
和
田

小
浜
市
小
浜
酒
井

小
浜
市
丸
山

小
浜
市
国
分

加
藤

勝
幸

内
田

慶
治

西
澤

義
明

菅
原

誠

柴
田

義
則

畑
忠
男

前
田

秀
雄

小
柳

敏
貞

菱
川

幸
夫

小
垣
喜
美
子

井
上
久
美
子

京
明
慶

内
藤

志
朗

右
近

義
一

芝
井

武
雄

秦
實

中
村

成
夫

尾
上

昌
子

上
田

久
男

宮
原

芳
明

宮
松
い
す
ず

山
下

利
憲

大
塚

拓
巳

石
井

恒
二

野
勢

満
夫

山
下
左
夜
子

成
瀬
り
え
子
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平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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